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一般債振替制度参加に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、発行済みの投資法人債（総額250億円）について、「社債等の

振替に関する法律」（平成13 年法律第75 号。以下「社振法」といいます。）附則第28条に基づき、社

振法の規定の適用を受けること、及びこれに伴い発行代理人・支払代理人を決定するとともに株式会社

証券保管振替機構を振替機関とする一般債振替制度へ平成18年12月15日付けで参加することを決定い

たしましたのでお知らせいたします。なお、当該投資法人債の詳細については、平成17年6月28日付「投

資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1．概要

(1) 対象となる投資法人債 ユナイテッド・アーバン投資法人第1 回無担保投資法人債（投資法人債間限

定同順位特約付及び適格機関投資家限定）（以下「第1 回投資法人債」とい

います。）

ユナイテッド・アーバン投資法人第2 回無担保投資法人債（投資法人債間限

定同順位特約付及び適格機関投資家限定）（以下「第2 回投資法人債」とい

います。）

（以下の各項目において第1 回投資法人債及び第2 回投資法人債共通事項に

ついては各投資法人債の名称を省略して記載しています。）

(2) 各投資法人債の総額      第1 回投資法人債（ 5年債） 150 億円

第2 回投資法人債（10年債） 100 億円

(3) 振替機関                 株式会社証券保管振替機構

(4) 発行代理人･支払代理人 住友信託銀行株式会社

(5) 決定日          平成18年12月14日

2．理由

本投資法人は、発行済みの投資法人債の債権者からの一般債振替制度への参加要望に予め対応する

べく、社振法に基づき、投資法人債発行者として上記決議を行いました。



なお、社振法に基づき発行済みの投資法人債を振替投資法人債へ移行することの選択は、各投資法

人債の各債権者の判断に委ねられます。

3．本件実施後の運用状況の見通し

平成19年5月期の運用状況への影響はなく、運用状況の予想の修正はありません。

以 上

＊ 本資料の配布先 ： 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

＊ 本投資法人のホームページアドレス ： http://www.united-reit.co.jp


